
目

次

公

告

○
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
一

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
一

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
二

公

告

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
七
戸
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
七
戸
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

七
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
七
戸
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
相

馬
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日

中
南
地
域
県
民
局
長

神

登
喜
彦

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃

溝
江

直
雄

山
内

正
治

成
田

正
一

成
田

由
弘

成
田

信
一

弘
前
市
大
字
湯
口
字
一
ノ
安
田
七
七
の
一

〃

大
字
黒
滝
字
一
ノ
川
瀬
八
八
の
二

〃

大
字
五
所
字
野
沢
一
〇
九
の
二

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
六
九

〃

大
字
相
馬
字
山
田
二
九
の
一

令
和二･
九･二八就
任

〃〃〃〃

青
森
県
報
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第
二
百
三
十
八
号

令
和
二
年

十
一
月
二
十
五
日

（
水
曜
日
）



〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

福
田

久
春

石
岡

修
身

三
上

雅
永

田
村

嘉
基

成
田

功
一

石
岡

正
一

山
内

義
則

溝
江

直
雄

山
内

正
治

成
田

正
一

成
田

由
弘

成
田

信
一

福
田

久
春

石
岡

修
身

三
上

雅
永

工
藤

幸
一

成
田

功
一

石
岡

正
一

成
田

弘
志

〃

〃

字
薬
師
堂
下
六
四
の
四

〃

大
字
下
湯
口
字
村
元
七
九
の
二

〃

大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
二
六
九
の
四

〃

〃

〃

一
〇
〇
の
二

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
一
一

〃

大
字
下
湯
口
字
青
柳
二
八

〃

大
字
五
所
字
里
見
五
九
の
三

〃

大
字
湯
口
字
一
ノ
安
田
七
七
の
一

〃

大
字
黒
滝
字
一
ノ
川
瀬
八
八
の
二

〃

大
字
五
所
字
野
沢
一
〇
九
の
二

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
六
九

〃

大
字
相
馬
字
山
田
二
九
の
一

〃

〃

字
薬
師
堂
下
六
四
の
四

〃

大
字
下
湯
口
字
村
元
七
九
の
二

〃

大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
二
六
九
の
四

〃

〃

字
中
野
三
二
の
六

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
一
一

〃

大
字
下
湯
口
字
青
柳
二
八

〃

大
字
五
所
字
里
見
五
三
の
一

〃〃〃〃〃〃〃二･
九･二七退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

十
二
万
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
十
月
二
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

北
日
本
石
油
株
式
会
社
青
森
販
売
支
店

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
六
の
二
〇

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

五
十
円
二
十
七
銭

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
二
月
十
四
日
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
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小
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十
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円


